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日本では TA(テクノロジーアセスメント)が制度化されることはなかったが，様々なアドホックな TA や

TA 的活動が，食品，医療，エネルギー等の分野を含めて，行われてきたことも事実である．本論文では，

これらの TA 及び TA 的活動の性格及び限界を分析し，日本の文脈において今後 TA を制度化する場合に注

意すべき教訓（柔軟なフレーミングと関係者の協力の必要，適切な距離の重要性，国会の役割）を抽出す

る．  
 
キーワード：TA（テクノロジーアセスメント），TA 的活動，コンセンサス会議，リスク管理，

診療報酬制度, フレーミング 
 
 
1. はじめに 
 
日本において TA（テクノロジーアセスメント）が制

度化されることはなかったが，1960年代末にTAの概念

が米国より紹介されて以来，多くの TA 及び TA 的活動

が行われてきた．TA とは，技術あるいは技術関連施策

の社会的影響を幅広く予期することによって，技術開発

あるいは技術利用に関する課題設定，社会意思決定を支

援する活動を指す．考慮される社会的影響の範囲が限定

的である場合，あるいは，類似の機能を果たすもののTA
とは称されない場合，これらの活動をTA的活動と呼ぶ．

日本において歴史的に実践されてきた TA あるいは TA
的活動は，個々の分析としては興味深いものを残してき

たが，制度化されていなかったという事情もあり，実効

的ではなかった．TAの制度化とは，TAが政府あるいは

社会の制度的構造の中に公式的に設立され，活動が TA
として正統化されることを指す．本論文では，日本で実

施された TA 及び TA 的活動を具体的に分析し，それら

の限界とそれらから導き出される日本の文脈における制

度化に向けた教訓を抽出する．従来，何故日本で TA が

制度化されてこなかったのという論点に関しては議論さ

れてきたが 1)2)3)，実際のTAあるいはTA的活動を具体的

に分析し，そのような分析を通して日本という文脈にお

いて TA を制度化する際に注意すべき事項を抽出すると

いった研究は行われてこなかった． 

日本において最初に TA という概念を提起したのは，

1969 年 11 月に訪米した，科学技術と経済の会のメンバ

ーを中心に組織された産業予測特別調査団である．調査

団は財界関係者，研究者等によって構成されていた．調

査団は訪問先の一つである科学技術局（OST）で TA と

いう概念に触れ，他の面談での議論も踏まえて，TA を

「技術革新の成果を社会の場で再評価，再調整すること」

と定義した．調査団の帰国後，民間レベルの有識者によ

る八人委員会が1970年に設立された．そして，公害問題

やエネルギー問題が社会的関心を集める中で，地球規模

の環境問題など社会や経済の各領域だけでは解決できな

い問題に対応するためには，科学技術の発展そのものを

見直す必要があるとして，最初の検討課題として TA を

選んだ．そして，TA を「技術の開発と適用に対し，く

り返し点検と調整を行うことである」と定義した 4)． 

 その後，様々な試みが，政府機関や民間機関によって

行われることとなった．以下，第2章では，制度化され

ることはなかったがアドホックに行われた TA 活動を分

析し，第3章では制度化されていることもあったが視角

が限定されることも多かった TA 的活動を分析する．そ

して，第4 章では，このような TA 及び TA 的活動の限

界を分析し，日本で TA を制度化する際に注意すべき教

訓を抽出する． 
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2. 日本におけるTAの試み 
 
2.1. 科学技術庁－方法論開発の試み 
 科技庁（科学技術庁）の計画局は，1970年にTAの研

究を開始し，1970年の科学技術白書（1971年4月公表）

でも TA について言及する 5)．そして，1971年4月に出

された科学技術会議の諮問第5号答申でも，人間の福祉

のために科学技術を用いる手段として TA は重要であり，

「計画の策定，研究開発の実施および評価，研究成果の

社会・経済への適用など，政策実施のあらゆる機会を通

じて，テクノロジーアセスメントを導入することが必要

である」とした．1973 年科学技術白書では，「テクノロ

ジーアセスメントとは,…効用と好ましくない影響とを，

技術的可能性及び経済性を含めて，社会的観点など多面

的に事前に点検し，評価して，マイナス面があれば，そ

れをできるだけ小さくし，科学技術を人間の福祉により

役立てようという概念であり，科学技術が社会システム

の中で健全に発達することを目標とするものである．こ

の様な概念は特に新しいものではなく,その一部分は，従

来も存在していたといってよい． …たとえば,食品や医

薬品などの安全性に関する事前のチェックは,テクノロ

ジーアセスメントの概念を実際に適用している一つの例

としてあげることができるであろう．…しかし，テクノ

ロジーアセスメントが意図していることは，ただ,安全性

の問題の限定されているわけではなく，より広範な問題

に関して，種々の観点から検討しようとするものであ

る 」とした 6)．TA は幅広い社会影響を対象とすること

を明確に認識していたといえる．また，TA の潜在的適

用対象として医療も認識していた．1974年科学技術白書

では，「医療情報システムの開発は，1)医療の需給ギャッ

プの解消，2)医療内容の質的向上,3)包括医療の実現，4)

へき地，救急医療問題の解消など種々のメリットがあげ

られる反面，1)経済性，2)機械化，自動化による人間疎

外の問題，3)プライバシーの侵害，4)医療情報の集中，

独占の問題等の出現が考えられる．そのため,医療情報シ

ステムのテクノロジーアセスメントのもとに研究開発が

進められる必要がある」と述べている 7)． 

 科技庁計画局は1971年4月にテクノロジーアセスメン

ト総合検討会を設置し，TA の方法論開発のためにその

下に設けた分科会で事例研究を開始した．具体的研究対

象としては，農薬，高層ビル，CAI（Computer Aided 
Intelligence）を選択した．これらの中でも，農薬に関す

る事例研究は，技術の社会，文化，精神，ライフスタイ

ル等への影響を幅広く対象としていたという点で興味深

いものであった 8)9)10)． 

テクノロジーアセスメント総合検討会農薬分科会(主

査：石原秀次海洋科学技術センター理事長)は10名の専

門家から構成された．メンバーのバックグラウンドは，

大学関係1名（東京歯科大），財団法人，民間等の研究機

関8名（国立衛生研究所，農業技術研究所，理化学研究

所，残留農薬研究所，野村総合研究所），企業1名（帝人

株式会社）であった．TA の手法としては，米国マイタ

ー（MITRE）社の開発したものを参考に行われた．これ

は，以下の 7 つの段階に作業を分けて行うものであっ

た：①第1段階：対象技術の範囲と目的の明確化，②第

2 段階：対象技術及び関連技術の詳細な認識，③第 3 段

階：技術が社会に及ぼす影響の列挙，④第4段階：技術

の社会への影響の実態把握，⑤第5段階：個々の影響の

第 １次評価，⑥第6段階：負の影響に対する対応策の列

挙とその効果の把握，⑦第7段階：最終評価．報告書は，

この7つのステップによりまとめられた．第1・2段階で

は，農薬全般の分析から将来的な問題を予知して解決策

を模索することを目的とし，従来の法制度・流通生産実

態について整理された．第3段階では，農薬のプラス面

とマイナス面に関する社会への直接的(一次)・間接的(副

次)インパクトが分析された．人間，環境，農業，社会，

文化の5つの項目に関して，農薬が及ぼしうるインパク

トが，農民，地域住民，畜水産業，消費者，農薬関連産

業，一般社会の 6 つの主体ごとに検討された．第 4・5

段階では農薬による影響の因果関係について整理し，

個々の影響の一次評価が行われた．第6・7段階では，負

の影響への行政の対応策として，農薬に関する分析方法

の確立等の必要性，農薬の環境汚染へのモニタリング・

安全性に関する制度の整備等が提案され，望ましい対策

について論じられた． 

例えば，社会の項目では，農薬の農民への負のインパ

クトとして，省力化による青年労働力流出での家庭崩壊

や地域社会の混乱，一般社会への正のインパクトとして

伝染病の減少や余剰労働力の発生が挙げられた．また，

文化の項目では，農民への負のインパクトとして，豊作

祈願や虫追い行事といった農村芸能の衰退や，トンボや

蛍などの農村景観の低下といったことまで挙げられた．

さらに人間の項目では，消費者への正のインパクトとし

て食料不足不安からの解放といった問題，負のインパク

トとして残留農薬等による食味の低下といった味覚の問

題についてまでも列挙されていた． 

 このように，分析としては，農薬に関する TA 事例研

究は，多様な社会影響に注意を向けており，興味深いも

のであった．しかし，この事例研究は狭義の方法の事例

研究であり，課題設定や意思決定への実験的フィードバ

ックは対象外であったため，これらの結果が実際に影響

を及ぼすことはなかったと思われる． 

 科技庁は，1973年には自身の所掌分野においても，TA
手法の実験を始めた．しかし，科技庁計画局は，原子力

局や宇宙局といった縦割り部局の抵抗を恐れて，計画局，

研究調整局，振興局，原子力局，資源調査所という科学
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技術庁関係部局で個別にボトムアップに TA 手法の実験

が行われることになった．特に原子力局は，自局の計画

に少しでもマイナスに働きそうな動きが他局で進行して

いることに我慢がならなかったと言われている11)．実際，

計画局内では，TA は政策決定と直に結びつくようなも

のではなかったため，真剣に取り組む雰囲気はなかった

ようである 12)． 

 計画局の一部ではこうした縦割り型の TA 活動に限界

を感じ，米国OTAのような議会TA機関の創設を目指し

たことがあったようである．1977 年から 78 年後半にか

けて国会議員と個別的に折衝を行ったが，「科学技術庁で

やれという感じにどうしてもなるのです」と当時の科学

技術庁計画局長が言うように，国会議員は TA 活動を議

会で引き受けることには消極的だった 13)．また，議会調

査局も国会議員の反応が鈍いため及び腰であった． 

 
2.2. 通産省－研究開発におけるTAの実験的利用 
通産省（通商産業省）は1971年5月に省内のTA研究

会を発足させ，原子力製鉄の事例研究から TA の調査研

究に着手した．同月の産業構造審議会の中間報告では，

「産業政策の中のトータルシステムの中にテクノロジー

アセスメントを位置づけて行く必要」を指摘していた．

そして，1973 年 3月に「TA のあり方」という答申が出

されると，通産省はこれに基づき自らが関連する研究開

発プロジェクトについてできる限り TA を実施すること

とし，重要技術研究開発費補助金交付に際し必要と思わ

れる技術での実施を義務づけた 14)．  

興味深い試みの1つは，サンシャイン計画に関連した

TA である．通産省はサンシャイン計画の目標を達成す

るために，太陽エネルギー技術，地熱エネルギー開発・

利用技術，石炭のガス化・液化技術，水素エネルギー技

術の4つにつき，それぞれ別の担当機関に委託する形で，

サンシャイン計画が開始された1974年度から3年間TA
を実施した． 

このうち，太陽エネルギー技術の TA は，日本総合研

究所によって行われた．研究会を開いて企業など専門技

術者を招いて話を聞くことはあったが，実質的な研究は

日本総研の担当者が実施した．そして，初年度の TA に

おいては，太陽エネルギー利用推進の目的は資源枯渇へ

の対応と環境保全であり，前者の目的のために資源節約

が前提となっていなければならず，ソーラー・ハウスに

ついては「建物の断熱化」といった点についても対象に

含める必要があるといった指摘を行った 15)．また，最終

年度の TA においては，サンシャイン計画が太陽エネル

ギーを利用した冷暖房などシーズ側からのテーマしか念

頭になく，冷暖房装置の要らない住宅の研究開発などの

テーマがない点を問題だと指摘した 16)． 

この事例においては，TA の実験を通して，省エネと

のリンクやニーズ志向型研究の必要といった，サンシャ

イン計画実施上重要な論点が指摘された．しかし，この

事例においても，有効なフィードバックのメカニズムが

存在しなかったため，TA の結果が政策決定にフィード

バックされて有効に使われることはなかった． 
 
2.3. 農水省及び北海道－GM 作物に関するコンセンサス会

議の実験 
上述のように，1970年代にはTAと明示的に称する活

動が実施されたが，その後，明示的な TA 活動は行われ

なくなっていく．日本で再び明示的に TA が実施された

のは，2000年代の参加型TAであった． 

日本では 2000 年代前後は食に関わる様々な問題が生

じ，食の安全への社会的な関心が高まると同時に，特に

BSE(牛海綿状脳症，いわゆる狂牛病)への対応をめぐっ

て，行政，専門家や科学に対する不信が問題となった．

こうした中，専門家や一般市民を含む関係者間のコミュ

ニケーションを改善する手段として，デンマークのDBT
によって開発されたコンセンサス会議等の参加型 TA に

注目が集まった．そして，このようなコンセンサス会議

の実践をモデルとして，国レベルと地方自治体レベルで

GM作物に関するコンセンサス会議が実践された． 

国レベルでは， (社)農林水産先端技術産業振興センタ

ー（STAFF)が，農水省からの資金提供により，2000 年

に遺伝子組換え農作物を考えるコンセンサス会議を実施

した 17）．このコンセンサス会議は，「市民からの提案に

対応する研究」の枠組みの下で行われ，市民の懸念と提

案を得て，必要な研究を遂行することが目的とされた．

コンセンサス会議は，2000年の9月から11月にかけて4

回（延べ日数6日）にわたって開催され，最終日に「市

民の考えと提案」がまとめられた．具体的には，以下の

それぞれの項目について市民パネルが理解した専門家の

主張及び，市民パネルからの意見と提案が示された：①

遺伝子組換え技術について（品種改良との違い，なぜ開

発されたのか，GM食品の未来等），②GM技術が社会に

もたらすメリット（食糧問題等），③GM作物の環境影響

(交雑，生態系影響），④GM作物の健康影響（長期影響，

慢性毒性試験など），⑤GM 作物に関わる制度と仕組み

（被害が生じた際の責任の所在，安全性の管理体制が十

分かなど），⑥表示について(表示の目的，混入基準，飼

料の表示等），⑦日本の農業について（日本の農業におけ

るGMの位置づけ，自給率,有機農業等），⑧国際関係に

ついて(世界の食糧問題,先進国・途上国の経済格差等），

⑨行政の情報提供について．STAFFではこの「市民の考

えと提案」を受けて農水省と厚生省宛に要望書を提出し，

2001 年度から GM 作物の長期栽培によるモニタリング

を開始した． 

このコンセンサス会議の興味深い点は，「市民からの
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提案に対応する研究」の枠組みの下で行われた点である．

コンセンサス会議の結果に基づき，GM 作物長期栽培モ

ニタリングという具体的プロジェクトが開始された．こ

のように結果をフィードバックするメカニズムが部分的

に研究提案に関しては確保されていたという点で，この

コンセンサス会議の試みは部分的にではあるが政策に反

映されたということができる． 

もう１つの興味深いGM 作物に関する参加型TA の試

みは，北海道において実施された，遺伝子組換え作物の

栽培について道民が考える「コンセンサス会議」（以下,

北海道の GM コンセンサス会議）である．この会議は，

2009 年に予定されていた北海道の GM 条例(｢遺伝子組

換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例｣)の

見直しを念頭に，一般道民等の意識の把握と，その議論

を道施策の立案等に参考として活用するという目的で，

北海道庁の主催により開催された．2006年11月から2007

年4月までに計4回の会議が開催され，「北海道における

遺伝子組換え作物の栽培についての道民の意見～「コン

センサス会議」からの市民提案～」がまとめられた 18)．

この報告では，以下の項目に関する要望と意見が表明さ

れた：１．安全・安心の視点から，①食品としての安全

性，②表示，③自然・環境への影響，④遺伝子組換え技

術そのものに関する生命倫理の問題，技術の不確実性・

持続可能性への疑問，技術開発のあり方，⑤遺伝子組換

え作物に関する今後の情報開示，⑥第三者機関による安

全性評価の実施，２．消費者と生産者の視点から，①消

費者に与える利益と不利益，②生産者に与える利益と不

利益，③経済の側面からみた遺伝子組換え作物，３．北

海道農業にとっての遺伝子組換え作物栽培． 

この事例で興味深い点は2点ある．第1に，政策決定

との一定のリンクが確保された点である．コンセンサス

会議実施要綱（第 7 の 2）では「市民提案」の取り扱い

に関して，「①北海道食の安全・安心委員会に報告すると

ともに，様々な媒体を活用して，その内容を広く道民に

周知する，②道施策の立案等の参考として活用する」と

している 19)．会議のファシリテーターを務めた三上は，

「ゆるやかな形ではあるが，日本で始めて地方自治体の

政策決定に接続された」として，この点をこのコンセン

サス会議の大きな意義と指摘している 20)．第2に，コン

センサス会議という枠組みを採用しているものの，一般

市民だけではなく各種農業従事者といったステークホル

ダーの観点も取り入れられた点である．道民の選出基準

を策定する際に，｢道民｣には,消費者だけでなく多様な生

産者もバランスよく入れることが必要との議論もあった
21)．実際多様な農業従事者が入ったことで， GMに肯定

的な視点も盛り込まれることとなった．最終的に作成さ

れた「市民提案」では，非GMを求める消費者や北海道

のブランドイメージを重視して栽培に慎重な姿勢をとる

立場と，GM がもたらす省力化を農家の担い手不足・耕

作放棄地の解消対策の手段と捉えて栽培に積極的な意見

を取る立場の両方が併記された．そして，こうした意見

の対立があり，すぐには結論が出ないことから，継続的

に議論を行うことと，道民の意見が得られるまでは商業

栽培を実施しないことが提案された．しかし，両方の意

見が明記されたことで，実験栽培は届け出制，商業栽培

は許可制という道の最終的な政策の方向性が，結果とし

て正統化されることになった面がある．その意味では，

ステークホルダーのバランスの取れた関与という第2の

点と，政策決定へのリンクという第1の点は連続してい

る面もある． 

 これらの事例を通して確認される重要な問題は，「適切

な距離（appropriate distance）」の確保，すなわち，どの程

度コンセンサス会議の結果が政策決定にリンクされるべ

きか，という問題である．国レベルのSTAFFのコンセン

サス会議においては，この会議が「オチのない」冒険を

するだけに，資金提供をした農水省としてもその結果に

政策が拘束されることは避けたいと考えていたとされる
22)．また，「農水省の遺伝子組換え体公募型研究プロジェ

クトの一部として実施され，市民パネル報告書もこのプ

ロジェクトの中で研究テーマとして用いるよう計画され

たので，ひとつのプロジェクトの内部に閉じていたが，

それが開催を容易にした」との指摘もある 23)．つまり，

「市民からの提案に対応する研究」という限定的リンク

にとどめたことが，開催を可能にしたと考えられる．こ

の点で，政策決定と比較的明確なリンクを持っていた北

海道のGMコンセンサス会議は異なっていた．北海道の

GM コンセンサス会議は，その結果が政策決定に影響を

持つことが想定された．このような政策決定との直接的

リンクがあらかじめ想定される場合は,政策決定者側か

らすれば，考慮される社会的インパクトを一定の方向に

限定したいと考える可能性がある．この点，北海道にお

ける取組みでも配慮しており，あくまでも参考情報とし

ての活用と結果を広く周知することが目的とされており，

議論を制約しないように緩やかなリンクが目指されてい

た． 

 
 
3. 日本におけるTA的活動の経験 
 
3.1. 民間団体による科学技術政策分析 24)25) 
1966年10月，東芝・NECの役員等が中心となり，社

団法人・科学技術と経済の会（JATES）を設立した．こ

れは，産学官の科学技術と経済の分野における有識者の

連絡協調を促進し，内外の科学技術と経済に関する諸問

題について調査研究することを目的としていた．JATES
では 1968 年に牧野昇を委員長として FROG（Future 
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Research Operational Group）を発足させ，技術の予測計画

技法の研究を推進した．また，これに続き1969年に開発

計画研究会が日立製作所の電子技術者であった只野文哉

を委員長として発足し，技術の予測計画技法の企業への

適用を研究した．これらの活動から恒常的な研究機関設

立の必要性が認識されるようになった． 

前述のように，1969 年 10月，JATES は産業予測調査

団を米国に派遣し，帰国後，調査団は日本における予測

計画の研究機関として米国式のシンクタンク設立を提言

した．当初は JATESの内部にシンクタンクを作る予定で

あったが，科学技術会議の議長であり，科技庁の事務次

官であった篠原登のイニシアティブにより，JATESとは

独立した財団法人・研究機関を設立することとなった．

社会からの寄付を募り，自律的で非営利の活動をするた

め，社団法人より独立性が高いと考えられた財団法人と

なった．また，電電公社総裁であった米澤滋から，電電

公社による資金，人材提供の確約を得た． 

そして，「情報化社会」で知られていた東工大教授の林

雄二郎を初代所長として，1971年2月に（財）未来工学

研究所が発足した．東芝，日立製作所，NEC からの寄付

金を基本財産とした．当初，財団としての基本財産3億

円（最終目標10億円）で寄付を募ったが，本格的活動開

始の翌年に第一次オイルショックに遭遇し，寄付活動は

難航した．そのため，外部からの委託研究で調査研究活

動を推進することとなり，当初から非営利中立の活動は

できなかった．ただし，米澤の後援により，電電公社か

ら人員と毎年一定額の委託研究が 1997 年までは提供さ

れていた． 

未来工学研究所の科学技術政策研究は，技術の社会的

次元も対象としており，その意味で TA 的活動を実践し

ていたといえる．当初の基幹研究テーマとしては，日本

型科学技術開発システムの基本設計（1971～74年）や「開

放系技術と社会的受容定着条件の検討」（1978 年）など

があった．また，未来工学研究所は，技術予測調査，い

わゆるデルファイ調査にも関わった．デルファイ調査は

最初の第1回目～第3回目は事務的に科技庁内で行って

いたが，第4回目からは科学技術振興調整費で未来工学

研究所が受託した．第4回目・第5回目のデルファイ調

査の際は，多様な専門家が参画し，未来研の中で技術予

測について自由な議論が行われた． 

しかし，1990年代から比較的自由度のあった電電公社

の資源が減らされて，科学技術政策研究所（NISTEP）か

らの受託研究等に依存する比率が高くなった．そして，

研究員が忙しくなったこともあり，自由な研究な時間は

取れなくなっていった．当初の目論見と異なり，十分な

基本財産を得られなかったため，活動の自由度が制約さ

れていったということができよう． 

 ただし，未来工学研究所が事務局を務める技術同友会

（1972年設立）は，一定の自律的な活動を持続してきた．

同会は任意団体であり，広く科学技術および科学技術に

関連する諸問題に対し深い関心を持つ人々が，人間福祉

に貢献する科学技術の進展に関する対策を求め，かつそ

の実現を目指して事業を行うことを目的としている．科

学技術に携わる産官学の有識者約80名，およびこの会に

賛同する15団体により構成されており，例えば会員は一

人あたり80万円出資している．自律的な財源を持つこと

によって，バイアスがかからない調査研究を進める組織

となっている． 
 
3.2. 食品に関するリスク管理・リスクコミュニケーション 
現在の食品安全の評価および管理は，リスク分析の枠

組みに基づいて行われている．リスク分析の枠組みは，

「リスク評価」，「リスク管理」，「リスクコミュニケーシ

ョン」の3つの要素から成り立っている．「リスク評価」

とは，食品中のハザードを摂取することによりどの程度

の健康上の悪影響が出るのかを科学的に評価することで

あり，｢リスク管理｣とは，リスク評価を踏まえてリスク

低減のための具体的措置を講じることであり，｢リスクコ

ミュニケーション｣とは，リスク分析のあらゆる段階でリ

スク評価者・リスク管理者・消費者・事業者・研究者等

のすべての関係者間で情報および意見を相互交換するこ

とである．食品安全委員会は｢リスク評価｣を，厚生労働

省と農林水産省は，「リスク管理」を担う機関と定められ

ており，「リスクコミュニケーション」はあらゆる段階で

リスク管理機関とリスク評価機関双方によって実施され

なければならないとされる． 

このような枠組みの下で，リスク管理措置は，科学的・

客観的リスク評価を踏まえたうえで，実現可能性の問題，

費用対効果などの経済的考慮，社会的考慮，政治的考慮

等様々な要素の総合的判断のうえに実施される．そして，

リスク管理機関の諮問機関である審議会(例えば，厚生労

働省の食品衛生分科会等)や懇談会等においては，このよ

うな総合的判断に際して，主要なステークホルダーによ

る検討がなされている．例えば，遺伝子組換え食品の表

示制度の導入に際しては，農林水産省食品流通局の「食

品表示問題懇談会･遺伝子組み換え食品部会」において

1997年5月から1999年の7月まで17回にわたって議論

が積み重ねられた．懇談会委員は，消費者（生協），生産

者（モンサント,農協）・加工（キリン,カゴメ，日本醤油

協会）・流通業者（サミット，油糧輸出入協議会），学識

経験者（大学等）等の全 19 名で構成された 26)．各懇談

会では，ステークホルダーへのヒアリングの実施結果に

ついての議論や，アメリカ・EUにおける遺伝子組換え食

品の表示制度等の現状に関する調査の実施，食品規格の

策定機関であるコーデックスでの動向などが議論された．

消費者団体からは，生態系や環境影響，特定の企業によ
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る食料市場の独占といった懸念，消費者の選択の権利と

いったことも表明された．その結果，1998年8月に「遺

伝子組換え食品の表示のあり方について（案）」を出し，

それに対するパブコメ（1 万通近く）の分析を踏まえて

検討が重ねられ，2001年4月よりGM食品の表示義務化

が施行された 27)． 

リスク分析の枠組みにおいて，科学的安全性以外でリ

スク管理上考慮されるべき要素は｢その他の正当な要素

（OLF: Other Legitimate Factors）」とされる．OLFの具体

的な要素には，経済的・社会的・倫理的・文化的な要素

等が含まれる．例えば「農水省及び厚労省における食品

の安全性に関するリスク管理の標準手続き書」28｣では，

適切な保護の水準を確保するためのリスクの大きさに見

合う措置について，｢保護の水準を決定するときは，ヒト

に対する健康影響に関する科学的事実だけでなく，技術

的可能性，費用対効果，社会的な状況，別のリスク(食品

安全に関するもの以外も含む)発生の可能性などを見極

める必要がある」としている．しかし，これまでにリス

ク管理においてこうしたことが明示的に評価書のような

かたちで論じられることはない．この背後には，OLFに

内在的な問題もある．社会的影響を検討し始めると対象

が際限なく広がってゆく可能性があり，現実の運用でど

こまで広げて考慮すべきなのかについての判断は困難で

ある．またそうした際に，リスク管理措置が結果として

恣意的なものになってしまう可能性もある．健康影響以

外の社会的影響への配慮は，クローン技術による牛，GM
技術，ナノテクといった新たな技術を応用した食品を社

会に導入する際には重要である．しかし，OLFの考慮の

必要性については共感が得られても，具体的にどう実施

するかについては有効な枠組みが存在しないのが現状で

ある． 

また，リスク分析の枠組みにおいて，ベネフィットの

位置づけがあいまいであるという問題もある．技術の評

価においては，リスクだけではなくベネフィットとの対

比という作業も重要であるが，現在のリスク分析の枠組

みでは，ベネフィットはリスク評価上の考慮事項ではな

く，リスク管理の範疇とされているため，専門家による

ベネフィットの評価が評価書のような形で明示的に出て

くることはほとんどない．遺伝子組換え食品の評価では，

かつては，農薬使用量の減少といったことが盛り込まれ

ていたが，安全性には関係ないということで項目からは

ずされた．しかし，特に栄養面でベネフィットのある遺

伝子組換え食品や健康食品等のリスク分析においては，

ベネフィットも考慮に入れるべきという議論もある．だ

が，そもそもベネフィットの評価自体を定量的に行う主

体がいないので，リスク管理の段階でどこまでこうした

ベネフィットが検討されているのかが不明である． 

リスク分析の枠組みの採用により，リスクコミュニケ

ーション，即ち一般市民や利害関係者との相互作用が制

度上規定された．これにより，会議・議事録の原則公開

とパブリックコメント・意見交換会等の実施がなされ，

食品安全行政に対する意見表明の場が増加し，透明性が

高まった．例えば，食品安全委員会は，個々の案件の最

終結論を出す前に，ホームページを通じた意見募集を行

っている (提出された意見とそれに対する回答も閲覧可

能)．また，定期的に意見交換会・関係団体(消費者団体・

食品産業関係団体，都道府県など)等との懇談会などが開

催されている．  

しかし，現在のリスクコミュニケーションは，未だ十

分に制度化されているとはいえない．意見交換会なども，

リスク評価･管理側による説明が行われるので，情報が一

方通行（双方向ではない）との印象を与えている場合も

あり，社会的な意見の吸い上げのメカニズムが不十分と

いう指摘もある．こうした問題解決手法の一つとして，

食品安全委員会の「食の安全に関するリスクコミュニケ

ーションの改善に向けて」と題する報告書 29)では，専門

調査会で参加型リスクコミュニケーションの確保を求め

る議論があったことが記されており，その後，市民パネ

ルについても議論があったが，検討にとどまっているよ

うだ．また，双方向的に得られた意見をどのように活用

するかのメカニズムについての検討も今後の課題である． 
 
3.3. 診療報酬制度における医療評価 
厚生省では 1990 年の白書において，MTA（メディカ

ルテクノロジーアセスメント）という言葉を用いて，「今

後の医療分野の科学技術研究の課題としては,日進月歩

の医療技術の臨床への適用の在り方を科学的に評価する

医療技術評価(メディカルテクノロジーアセスメント)の

確立等がある」とし，さらに医療技術評価(メディカルテ

クノロジーアセスメント)を「医療技術や機器についてそ

の有効性,安全性のみならず経済性や倫理などの面も含

めて包括して評価するもの」と定義した 30)．また，1996

年に厚生労働省に医療技術評価推進検討委員会が設置さ

れ，1997年に報告書が出されたほか，同年の白書でも「医

療技術評価（ヘルステクノロジーアセスメント）」に言及

し，「技術の適用に伴う技術的･経済的･社会的結果を検討

する包括的な政策研究」を医療に適用したものであり，

医療技術の臨床的有効性と経済的効率を総合的に評価す

ることを目的としているとする31)．しかし，最終的には，

医療技術評価は具体的な実行にいたることはなく，また

財政的な支援も受けるにはいたらなかった．その理由に

は、医療技術評価の活動を誰があるいはどのような機関

が実行，運用していくかという重要な問題が十分に検討

されていなかったことがある．結局，医療機能評価機構

に医療情報の基盤を作り，診療のエビデンスを収集する

形で医療技術評価の基盤を整備することとなった．しか
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し，そこでも財政的支援も十分ではなく，診療ガイドラ

インのデータベースという限定的なものにとどまった．

その背景には，医師会等医療関係者が厚生労働省に関連

した機関に情報を集積することに強い反対を示していた

ことがある 32)．  

 他方，医療に関しては3つのレベルで TA 的活動が実

施されてきた．第1のレベルは，個別研究段階での科学

的・倫理的評価である．これは，研究機関における研究

倫理審査委員会の審査，臨床試験のエビデンスの評価と

して行われてきた．第2のレベルは，診療報酬制度にお

ける経済的観点を主とする評価である．そして，第3の

レベルは，一般的な生命倫理的評価であり，総合科学技

術会議，科学技術・学術審議会，国会等によって行われ

てきた． 

これらのうち，第2のレベル，すなわち，診療報酬制

度における医療評価は，中医協（中央社会保険医療協議

会）により行われてきた 33)．中医協は厚生労働省の諮問

機関であり，診療報酬点数などの8つの事項について厚

生労働大臣の諮問に応じて審議・答申する（社会保険医

療協議会法第2条）ための機関である．厚生労働大臣は

原則として中医協に諮問しなければ新薬や新たな医療技

術の保険適用はできない（同第82条）ため，中医協は新

規技術を保険適用にむけた観点から評価する機関となっ

ている．保険収載の適否と点数の付与を同時に行ってい

るのが評価機関としての特徴であるといえる． 

 診療報酬改定プロセスでは，医療系学会の連合体であ

る内科系学会社会保険連合会（内保連）と外科系学会社

会保険委員会連合（外保連）が各学会からの要望書をと

りまとめ，中医協の下の医療技術評価分科会に働きかけ

る．医療技術評価部会は，各医学会から提出された医療

技術の評価・再評価を行い，①保険適用する優先度が高

いと考えられる新規技術，②再評価する優先度が高いと

考えられる既存技術，③その他の新規技術，④その他の

既存技術，に分類する．この医療技術評価部会は医学系

大学教員を中心に構成される．そして，この技術評価部

会に提出される医療技術評価提案書には，評価項目とし

て，①有効性，②安全性，③普及性，④技術の成熟度，

⑤倫理性・社会的妥当性，⑥予想される医療費への影響，

⑦妥当と思われる診療報酬の区分，⑧代替する保険既収

載技術との比較，の記載が求められる．しかし医薬品の

保険収載への基準については，不明確な点があるとの指

摘もある．例えば，高度先進医療の承認を受けながら十

年を経ても保険に導入されていない技術もあり，その中

には普及性を示す指標である実施症例数がかなりの数に

上るものもあるという 34)．例えば，1985 年 11月に承認

されたインプラント義歯は，1992 年から 1997 年までの

５年間で1,506件（年平均300件），1987年3月に承認

された顎関節症の補綴学的治療は同5年間に810件（年

平均162件）の実施件数があった．しかし，保険導入を

決定づける最後の条件であるはずの「普及性」が証明さ

れても，保険適用がなされない理由は明らかではない． 
 
3.4. 原子力エネルギーの評価 
原子力エネルギー政策を含むエネルギー政策全体に関

しては，資源エネルギー庁が事務局を務める総合資源エ

ネルギー調査会等により基本計画やビジョン，ロードマ

ップが多く作成されている．例えば，2002年に制定され

たエネルギー政策基本法に記された基本計画を審議する

ため総合資源エネルギー調査会に2003年4月に設置され

た基本計画部会は，10月に基本計画を取りまとめ，基本

計画は閣議決定された．基本計画では安定供給の確保，

環境への適合，市場原理の活用を基本方針とした．つま

り，エネルギー安全保障，環境影響，経済的コストが考

慮されている社会的範囲の影響だといえる．また，国際

的なエネルギー需給の逼迫傾向や気候変動問題への対応，

アジア・世界との連携・イニシアティブといった環境変

化を踏まえて，2006年5月には「新・国家エネルギー戦

略」が策定され，2007年5月に当時の安倍首相が世界全

体の温室効果ガス排出量を現状に比して 2050 年までに

半減するという長期目標「美しい星 50（クールアース

50）」を提案したことを契機として，2008年9月には「Cool 
Earth－エネルギー革新技術計画」が策定された．  

原子力分野に関しては，原子力委員会も TA 的活動を

行ってきた．TA的活動の例としては，1956年より2000

年まで5～7年ごと9回策定された「原子力の研究，開発

及び利用に関する長期計画」のための長期計画策定会議

が挙げられる．2004年6月から開かれた新計画策定会議

では，情勢変化が激しい時代を迎えているわが国の社会

においては短期，中期，長期の取り組みを合理的に組み

合わせて推進することが重要との認識により，代わりに

「原子力政策大綱」（2005年10月）案をまとめることと

なった 35)． 

原子力委員会における最近の興味深い TA 的活動とし

ては，新計画策定会議技術検討小委員会（2004年6月～

11月）における核燃料サイクル評価が挙げられる．そこ

では今後の核燃料サイクルの進め方について，使用済燃

料の取り扱いに関する以下の4つの基本シナリオを想定

した．①一定期間貯蔵後，再処理，②再処理するが，再

処理能力を超えるものは直接処分，③直接処分，④当面

貯蔵し，その後再処理か直接処分かを選択．そして，そ

の評価基準として，①安全の確保，②エネルギーセキュ

リティー，③環境適合性，④経済性，⑤核不拡散性，⑥

技術的成立性，⑦社会的受容性，⑧選択肢の確保，⑨政

策変更に伴う課題，⑩海外の動向，の10項目を設定した．

結論としては，現行の再処理路線は，政策変更に伴う費

用を考慮しなければ経済性では劣るが，蓄積してきた社
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会的財産があり，エネルギーセキュリティー，環境適合

性，選択肢の確保の面でも優位性があるとした 36)．結果

としては再処理路線を改めて確認するというものではあ

ったものの，この実践は多数の基準評価基準で複数の政

策選択肢を分析した点で画期的であった．ただし，評価

基準間の重み付けについては不透明性が残った． 

 さらに，エネルギー政策に対象が限定されない一般的

な研究機関による原子力政策に関わる TA 的活動も行わ

れた．1970年代前半に民間が主導して設立された政府内

横断的シンクタンクである総合研究開発機構（NIRA）の
活動は，考慮事項の幅が広い点で興味深いものであった．

NIRAが設立された1974年は第一次石油危機直後であり，

最初の総合研究プロジェクトとされたのはエネルギー研

究であった．その中で，原子力に関しては，原子力の開

発・利用を強力に推進する立場を取りつつも，楽観的な

想定のもとに計画を描いてきた過去を反省し，「過去に対

する深い反省と現実に対する厳しい認識のもとに，原子

力利用に対する規制諸因子，並びに阻害諸因子を明確に

し，適正な将来予測のもとに，必要な施策を強力に行う

必要がある．そうして，これらは原子力のトータルシス

テムの問題として把握されねばならない」37)という態度

の下，政策研究が進められた．1974年4月，日本原子力

学会に「原子力システム調査」研究専門委員会が設置さ

れた．さらに1975年4月，総合研究開発機構の中に「原

子力システム研究委員会」が設立された．両委員会の委

員はほとんど重複しており，両委員会は同時に開催され

た．原子力システム研究委員会のメンバーは東京大学工

学部の安成弘を主査とし，大学や公的・民間研究機関，

原子力関連企業，科学技術庁，環境庁，原子力委員会，

原子力産業会議における専門家や関係者総勢 33 名によ

って構成された．具体的な作業を行うため3つのワーキ

ンググループが編成され（ここには通産省も参加），これ

らの作業の相互調整のため，総括班が置かれた．これら

の作業結果は，1976年3月に中間報告書としてまとめら

れ，公表された．原子力システム研究委員会では将来の

日本の原子力システムのあるべき姿を分析するため，問

題点を掘り下げ，新しい観点からの検討を行うとともに，

原子力の定着化のための重要課題である軽水炉問題と再

処理問題の章を加え，『原子力システムの分析と評価』と

いう報告書 38)を取りまとめた．この報告書の特徴は，技

術的側面ばかりでなく，原子力開発・再処理・廃棄物処

理における自然的制約，環境や安全性，制度的課題，社

会的受容について幅広く論じている点にある．例えば，

社会的受容に関しては，反対運動の歴史から，リスク・

ベネフィットの関係，行政・技術・情報伝達における問

題まで扱っている． 

原子力システム研究委員会を引継ぎ1977年4月から発

足した「原子力長期戦略委員会」では，通産省の主要関

係者も参加して，さらに2年間の調査研究を行った．原

子力システム研究委員会の結果を踏まえて，21世紀も視

野に入れた長期的視点から，原子力の開発利用に関する

個々の問題の掘り下げと総合的探究を行い，将来の施策

に対する提言を行うことを目的とした．これまでの原子

力エネルギー利用全般の現状分析をベースに，原子力エ

ネルギー利用についての過去の反省と現実に対する認識

のもとに，原子力エネルギーの開発・利用を進めるため

の施策を探った『原子力開発の長期戦略を考える』39)を

まとめ，1979年6月に公表した 40)．この結果は，通産省

によって，核燃料サイクルに重心を置いた路線から軽水

炉の改良も重視した路線に転換する上で，戦略的に利用

されたとされる． 

このNIRA の試みは，幅広い社会的諸側面が検討の対

象とされた点，また，結果が通産省によって政策路線の

修正のために戦略的に利用された点で，興味深いもので

あった． 
 
3.5. 議員を中心とする国際技術戦略策定 
1970 年代末に科学技術庁の職員が国会議員に議会 TA

の設立を働きかけた際には，議員は TA 活動には興味を

示さなかった．しかし，1980年代後半には状況が変化す

る．1980年代後半に日米科学技術協力協定の改定に関し

て日米間に摩擦が生じ，科学技術の国家戦略の重要性が

認識されると，議員を含めて関係者が TA の必要性を認

識するようになり，議会 TA 機関の設立に向けた動きが

展開した 41)．日本科学技術会議会長の近藤次郎，帝人理

事の内田盛也や衆議院議員の中山太郎が中心的関係者で

あった． 1988年11月には，自民党と産官学の関係者か

らなる「国際技術戦略研究会」が設立された．この研究

会は，各省庁横断的に意見の集約を図っていくことを狙

いとした．内田等は政府に情報提供義務のある日本学術

会議の場も活用した 42)． 

 このような国会議員の国際技術戦略への関心は 1990

年代にかけて持続していった．1994年6月，中山と松前

達郎参議院議員を代表，内田を顧問として，共産党を除

く超党派の国会議員と学識経験者が参加する「科学技術

と政策の会」が発足した．松前は早くから科学技術の評

価に強い関心を示しており，日本の自然地理的要因から

来る社会問題を解決するには TA など「より高度の政策

科学的手法を思い切って導入する」以外にないという認

識を持っていた 43)．科学技術と政策の会の発足に際して，

中山は内田と相談し，国際技術戦略研究会を発展的に解

消した． 

 科学技術と政策の会は 1995 年 1 月の通常国会に議会

TA機関として「科学技術評価会議（仮称）」を設立する

法案の提出を試みたが，うまくいかなかった．1995年11

月に科学技術基本法が成立すると，同会は，再度，評価
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会議設置の国会への提出を検討した．さらに，1997年に

も評価会議の事務局を国会図書館に置くことに変更し，

法案提出を目指し，1999年に開かれた科学技術と政策の

会総会でも科学技術評価会議設立に向けた決議を行った．

しかし，同会は2002年3月の第7回総会以後解散し，科

学技術評価会議設置の立法化も実現しなかった．大学，

文部科学省が反対であったこともその要因であったよう

である 44)． 

 1995年に成立した科学技術基本法成立に関しては，超

党派の国会議員集団による政治の役割が大きかった 45)．

しかし，科学技術基本法に基づいて基本計画が制定され，

そしてその基本計画に記載された方針に基づく行政によ

る研究開発評価の大綱的指針が決定される中で，国会議

員の議会 TA 機関設置へのインセンティブはそれほど強

いものではなかったと考えられる．また，一定の不透明

性の下で，科学技術を利権化する政治家サイドの動きも

あったようである． 

ただし，国会議員の科学技術の戦略的意義に関する関

心は持続している．2007年には宇宙基本法や海洋基本法

が議員立法で制定されたが，これらの背後には宇宙関連

技術や海洋関連技術の戦略意義への議員の関心が存在し

た．これらの議員の関心は，宇宙，海洋といった分野ご

とに断片的ではあったが，安全保障上の含意を含めた技

術の社会的含意を国会レベルで評価する動きと繋がりう

るといえる． 
 
 
4. 分析 
 
最後に，ここでは日本における TA 及び TA 的活動の

性格と課題を分析し，将来の日本における TA の制度化

に関する教訓を引き出すこととしたい． 

 まず，日本における TA 及び TA 的活動の性格と課題

を分析する． 

 第 1に，日本では TA 活動は制度化されることはなか

ったが，多様な TA 的活動が一定程度制度化された形で

見られた．しかし，NIRA による原子力エネルギーの分

析を除いて，TA 的活動における視角は限定されていた．

例えば，食品のリスク管理においては，文化的側面等は

具体的に扱われることはなく，診療報酬制度における医

療評価も経済的側面の評価に限定されがちであり，原子

力エネルギーを含むエネルギー技術の評価もエネルギー

の利用と密接に結びついているライフスタイル等を正面

から扱うことはなかった． 

 多元的な評価基準が用いられた際も，その執行は不透

明であった．食品のリスク管理に関しては，経済的，社

会的，倫理的，文化的要素がOLFとして考慮事項に挙げ

られたが，これらの要素がどのように考慮されるのかは

不明確であった．診療報酬制度における医療評価に関し

ては，有効性，安全性，普及性，技術の成熟度，倫理性・

社会的妥当性，経済性（予想される医療費への影響）が

考慮事項として挙げられたが，これらをどのように総合

的に評価するのかに関する議論は欠けていた．原子力委

員会による核燃料サイクルの再評価においても，安全確

保，エネルギーセキュリティー，環境適合性，経済性，

核不拡散性，技術的成立性，社会的受容性，選択肢の確

保，政策変更に伴う課題，海外の動向，という10項目が

評価基準として設定されたが，結論としては，「蓄積して

きた社会的財産」という若干異なる評価の観点が重要な

役割を占め，10項目の評価基準の適用に関しては曖昧さ

が残った． 

 さらに，民間レベルでは，科学技術と経済の会や未来

工学研究所のように財界に当初支えられた興味深い一定

程度制度化された TA 活動の例が見られた．しかし，こ

れらは基本的財産が不十分であったため，受託研究に依

存することとなり，その結果として研究のフレーミング

に関する自律性を失っていった． 

 第 2に，日本における TA 活動は，制度化されなかっ

ただけではなく，多くの場合，実効性も限定的であった．

北海道におけるGM作物に関するコンセンサス会議を除

き，TA の結果が政策過程にフィードバックされること

もなかった．通産省の太陽エネルギーに関する TA の場

合，建築物の断熱といった関連省エネ施策との連関や技

術の需要サイドへの注目の必要といった点が TA によっ

て指摘されたにもかかわらず，これらの指摘事項が政策

過程にフィードバックされることはなかった．フィード

バックが限定的であった1つの理由として，フィードバ

ックのチャンネルのあり方に関する考え方が限定的であ

ったことを挙げることができる．政策決定へのフィード

バックが念頭に置かれ，政策決定に前置されるアジェン

ダ設定等への緩やかな意識的フィードバックは意図され

ていなかった．TA の結果を課題の発見やアジェンダ設

定のために狭義の政策決定者ではない多様なステークホ

ルダーや公衆に伝達するという戦略的コミュニケーショ

ンが行われる余地があったといえる． 

 第3に，国会の役割は限定されていた．1970年代末に

比べれば，1980年代後半には国会議員は国際技術戦略と

いう観点から技術の社会的含意に興味を持つようになっ

た．しかし，幾度かの試みにもかかわらず，議会 TA の

考えが現実化することはなかった．ただし，国会議員は

徐々に一定の役割を果たすようにはなった．1995年に成

立した科学技術基本法は超党派の議員集団によって議員

立法されたものであり，各分野の科学技術の戦略的利用

も念頭に置いた宇宙基本法，海洋基本法の成立にも超党

派の議員集団が大きな役割を果たした． 

 このようなこれまでのTA及びTA的活動の評価から，
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今後の日本における TA の制度化に向けてどのような教

訓を導くことができるであろうか． 

 第 1 に，TA の課題設定における柔軟なフレーミング

（flexible framing）が必要であるということができる．全

ての社会的含意を明らかにするような包括的 TA が必要

であると主張することは可能であるが，それに要するコ

ストや現実的可能性を考えると困難である．他方，既存

の制度化された TA 的活動のフレーミングが特定の視角

に限定されていることを考えると，このような既存の縦

割りの視角に限定されない柔軟なフレーミングが，行動

を規定する参照枠組みとして政府あるいは社会のいずれ

かの部分に埋め込まれることは不可欠である（ただし，

包括的ではない選択的フレーミングは個々のステークホ

ルダーにとっては都合の良い社会的含意だけを切り取っ

た自己正当化のためのレトリックであることもあり得

る）．なお，全てのTA及びTA的活動が柔軟なフレーミ

ングを任務とする機関によって排他的に行われる必要は

ない．TA及びTA的活動を担当する多様な機関との相補

的協力により実現していくことが望ましい． 

 柔軟なフレーミングを可能にするという観点からは，

政府機関によるTAだけではなく民間機関によるTAが存

在することはフレーミングの自由度を高め，社会的含意

に関する幅広い観点を取り込むという観点から重要であ

る．ただし，当初は財界の支援に支えられていたものの

受託研究を得ることに力を割かざるを得なくなった未来

工学研究所の歴史を見ると，安定的な財政基盤は実質的

な自由度を確保するためには重要であることがわかる．

そのためには民間機関に安定的な公的資金を提供すると

いうオプションもあるように思われる． 

 第 2 に，TA 活動の結果のフィードバックを可能にす

るような組織間ネットワークを確立する必要がある．つ

まり，TA 結果を政策決定に活かせるような組織との連

携が不可欠である．他方，「適切な距離（appropriate 
distance）」の確保にも注意を払う必要がある．政策決定

との距離が近い場合，TA の結果が政策決定に活かされ

る可能性は高まる．しかし，決定との距離が近いと，ど

のように利用されるかの配慮が先に立ち，TA の課題設

定におけるフレーミングの柔軟性が制約される恐れもあ

る．このような有用性と柔軟性のディレンマは不可避で

ある．ただし，このようなディレンマを認識した上で，

性急に有用性を志向することなく，「適切の距離」を設定

し，TAの利用者に関するTA実施者による選択の柔軟性

を残すことが，柔軟なフレーミングが機能する要件であ

ることは明確に認識すべきであろう．農水省の下の

STAFFによるGM作物に関するコンセンサス会議におい

ては，決定へのリンクは市民のニーズに対応した研究開

発に関するものに基本的には限定された．このような限

定により，柔軟な議論が許容されたという面がある．

NIRA による原子力エネルギーに関する TA 的活動の場

合，伝統的なエネルギー政策コミュニティーの外にある

NIRA という研究機関をアドホックに用いることにより，

評価のフレーミングの柔軟性を確保することができたと

いえる．「科学的専門性」よりもこのような「距離」を確

保することが，一定の独立性が TA 組織において志向さ

れる場合の実質的理由ともいえる．そして，独立性を有

した TA 組織には，様々なステークホルダーとの関係を

適時適切に処理する能力に関する信頼性が求められる． 

 第 3に，何らかの形での議会 TA の役割を制度化する

機は熟してきているといえる．上記の柔軟なフレーミン

グによる TA は必ずしも国会によって行われる必要はな

い．「独立」組織が十分な社会的信頼を確保し能力を保持

していれば，そのような機関が柔軟なフレーミングによ

る TA を行うことも可能である．しかし，近年のような

「政治主導」の掛け声の下での政治状況，衆議院と参議

院の政党間比率が異なる政治状況，また，従来国会議員

が関心を示してきた国際技術戦略の重要性が金融危機後

の経済政策としても重要性を高める政策状況の中で，何

らかの形での議会 TA の制度化の必要性と可能性はより

高まってきているように思われる． 
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